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鎌
倉
幕
府
の
成
立
過
程
を
論
ず
る
と
き
、
い
わ
ゆ
る
寿
永
二
年
十
月
宣
旨
（
以
下
、

宣
旨
。）
の
意
義
に
関
す
る
佐
藤
進
一
氏
の
研
究
を
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

佐
藤
氏
は
、
①
『
鎌
倉
幕
府
訴
訟
制
度
の
研
究
』①
、
②
「
幕
府
論
」②
、
お
よ
び
③
「
寿

永
二
年
十
月
の
宣
旨
に
つ
い
て
」③

と
い
う
一
連
の
研
究
の
な
か
で
、
下
記
四
つ
の
史

料
を
提
示
し
な
が
ら
、
鎌
倉
幕
府
の
成
立
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

【
史
料
A
】『
百
錬
抄
』
寿
永
二
年
（
一
一
八
三
）
十
月
（
※
傍
線
は
筆
者
。
以
下
同
。）

十
四
日
、
大
地
震
、
東
海
東
山
諸
国
年
貢
、
神
社
仏
寺

王
臣
家
領
庄
園
如
元

可
随
領
家
之
由
、
被
下
宣
旨
、
依
頼
朝
申
行
也
、

【
史
料
B
】『
玉
葉
』
寿
永
二
年
（
一
一
八
三
）
閏
十
月
十
三
日
条

十
三
日
甲
戌
、
天
晴
、
及
晩
、
大
夫
史
隆
職
来
、
談
世
間
事
、
平
氏
在
讃
岐
国

云
々
、
或
説
、
女
房
船
奉
具
主
上
并
剣
璽
、
在
伊
予
国
云
々
、
但
此
条
未
聞
実

説
云
々
、
又
語
云
、
院
御
使
庁
官
泰
貞
、
去
比
重
向
頼
朝
之
許
了
、
仰
趣
無
殊

事
、
与
義
仲
可
和
平
之
由
也
、
抑
、
東
海
東
山
北
陸
三
道
之
庄
園
、
国
領
如
本

可
領
知
之
由
、
可
被
宣
下
之
旨
、
頼
朝
申
請
、
仍
被
下
宣
旨
之
処
、
北
陸
道
許
、

依
恐
義
仲
、
不
被
成
其
宣
旨
、
頼
朝
聞
之
者
、
定
結
欝
歟
、
太
不
便
事
也
云
々
、

此
事
未
聞
、
驚
思
不
少
々
々
、
此
事
隆
職
不
耐
不
審
、
問
泰
経
之
処
、
答
云
、

頼
朝
ハ
雖
可
恐
在
遠
境
、
義
仲
当
時
在
京
、
当
罰
有
恐
、
仍
雖
不
当
被
除
北
陸

了
之
由
令
答
云
、
天
子
之
政
、
豈
以
如
此
哉
、
小
人
為
近
臣
、
天
下
之
乱
無
可

止
之
期
歟
、（
以
下
略
）

【
史
料
C
】『
玉
葉
』
寿
永
二
年
（
一
一
八
三
）
閏
十
月
二
十
二
日
条

廿
二
日
癸
未
、
天
晴
、
伝
聞
、
今
日
義
仲
参
院
、
又
聞
、
頼
朝
使
雖
来
伊
勢
国
、

非
謀
叛
之
儀
、
先
日
宣
旨
云
、
東
海
、
東
山
道
等
庄
土（

公
カ
）、

有
不
服
之
輩
者
、
触

頼
朝
可
致
沙
汰
云
々
、
仍
為
施
行
其
宣
旨
、
且
為
令
仰
知
国
中
、
所
遣
使
者
也

云
々
、
而
国
民
等
悪
義
仲
郎
従
等
之
暴
虐
、
寄
事
於
頼
朝
之
使
、
切
塞
鈴
鹿
山
、

射
義
仲
行
家
等
之
郎
従
了
云
々
、
因
之
、
義
仲
郎
従
等
遣
伊
勢
国
畢
、
今
日
、

家
重
書
等
遣
山
上
了
、
法
印
無
動
寺
房
也
、

【
史
料
D
】『
玉
葉
』
寿
永
二
年
（
一
一
八
三
）
閏
十
月
二
十
日
条

廿
日
辛
巳
、
天
晴
、
早
旦
大
外
記
頼
業
来
、
依
昨
日
召
也
、
粗
有
示
仰
事
、
所

申
可
然
、
今
日
、
静
賢
法
印
為
院
御
使
、
向
義
仲
之
家
、
仰
云
、
其
心
不
説
之

由
聞
食
、
仔
細
如
何
、
不
申
身
暇
、
俄
可
下
向
関
東
云
々
、
此
事
等
所
驚
思
食

也
云
々
者
、
申
云
、
奉
怨
君
事
二
ヶ
条
、
其
一
ハ
、
被
召
上
頼
朝
事
、
雖
申
不

可
然
之
由
、
無
御
承
引
、
猶
以
被
召
遣
了
、
其
二
ハ
、
東
海
東
山
北
陸
等
之
国
々

所
被
下
之
宣
旨
云
、
若
有
不
随
此
宣
旨
之
輩
者
、
随
頼
朝
命
可
追
討
云
々
、
此

状
為
義
仲
生
涯
之
遺
恨
也
云
々
、
又
於
下
向
東
国
之
条
者
、
頼
朝
上
洛
者
、
相

迎
可
射
一
矢
之
由
素
所
申
也
、
而
已
以
差
数
万
之
精
兵
、
令
企
上
洛
〈
其
身
不

上
〉
云
々
、
仍
為
相
防
欲
下
向
、
更
不
可
驚
思
食
、
抑
、
奉
具
君
可
臨
戦
場
之

由
、
議
申
之
旨
聞
食
、
返
々
恐
申
、
無
極
無
実
也
云
々
〈
已
上
義
仲
申
状
〉、
静

賢
帰
参
、（
以
下
略
）

こ
れ
ら
史
料
A
〜
D
を
も
と
に
復
原
し
た
宣
旨
の
原
文
は
、
お
お
よ
そ
下
記
の
と

お
り
で
あ
る
と
し
、
そ
の
復
原
内
容
は
、
石
母
田
正④
、
石
井
進⑤
、
上
横
手
雅
敬⑥
ら
の

鎌
倉
幕
府
と
寿
永
二
年
十
月
宣
旨
に
つ
い
て

―
常
陸
吉
田
神
社
文
書
の
再
検
討

―

岩　

田　

慎　

平
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諸
氏
も
賛
同
し
て
い
る
。

東
海
東
山
諸
国
年
貢
、
神
社
仏
寺
王
臣
家
領
庄
園
、
如
元
、
可
随
領
家

有
不
服
之
輩
者
、
触
頼
朝
、
可
致
沙
汰

こ
の
よ
う
に
復
原
で
き
る
宣
旨
の
、
文
書
形
式
上
の
受
取
人
は
、
東
海
東
山
両
道

の
諸
国
の
在
庁
官
人
（
国
衙
在
庁
）
で
あ
る
が
、頼
朝
に
は
そ
れ
を
施
行
す
る
権
限
を

与
え
ら
れ
た
と
い
う
。

佐
藤
氏
は
、
こ
の
宣
旨
に
よ
っ
て
頼
朝
の
東
海
東
山
両
道
の
実
力
支
配
が
朝
廷
に

承
認
さ
れ
、頼
朝
が
国
家
公
権
と
結
び
付
い
た
と
す
る
（
①
）。
一
私
人
頼
朝
の
家
政

機
関
は
東
海
東
山
両
道
の
諸
国
に
対
す
る
行
政
権
を
与
え
ら
れ
、
こ
こ
に
初
め
て
国

家
の
行
政
機
関
と
な
っ
た
と
す
る
（
①
）。
そ
し
て
、幕
府
を
国
家
的
意
義
に
お
い
て

理
解
す
る
限
り
、
鎌
倉
幕
府
の
成
立
は
ま
さ
に
こ
こ
に
置
く
べ
き
と
す
る
の
で
あ
る

（
①
）。

頼
朝
に
与
え
ら
れ
た
権
限
に
つ
い
て
は
、
東
海
東
山
両
道
の
諸
国
の
公
領
荘
園
の

返
還
に
応
じ
な
い
者
に
対
す
る
沙
汰
・
追
討
に
限
っ
て
、
東
海
東
山
諸
国
国
衙
在
庁

を
指
揮
す
る
こ
と
を
許
可
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う（
③
）。
さ
ら
に
こ
の
権
限
は
鎌

倉
時
代
を
通
じ
て
長
く
存
続
し
、行
使
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
（
③
）。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
、
幕
府
が
自
ら
知
行
し
な
い
常
陸
国
の
国
衙
機
構
を
通
じ
て
、
大
神

宮
役
夫
工
米
の
徴
収
事
務
に
当
た
っ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
史
料⑦
が
存
在
す
る
た
め

で
あ
る
と
い
う
の
だ
。

だ
が
、
宣
旨
に
よ
っ
て
頼
朝
に
与
え
ら
れ
た
権
限
は
、
そ
の
後
も
継
続
し
た
の
で

あ
ろ
う
か
。

宣
旨
が
鎌
倉
時
代
を
通
じ
て
長
く
存
続
し
た
と
佐
藤
氏
が
主
張
す
る
根
拠
と
な
っ

た
史
料
に
つ
い
て
、
そ
の
存
在
自
体
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
の
研
究
は

手
薄
で
あ
る⑧
。

ま
た
、
宣
旨
に
よ
っ
て
頼
朝
に
与
え
ら
れ
た
権
限
が
存
続
す
る
と
い
う
佐
藤
氏
の

主
張
も
、
従
来
は
ほ
と
ん
ど
自
明
視
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
宣
旨
は
頼
朝
に

0

0

0

一
定
の

権
限
を
認
め
る
よ
う
発
令
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
頼
朝
の
後
継
者
で
あ
る

頼
家
や
、
さ
ら
に
そ
の
跡
を
継
い
だ
実
朝
な
ど
に
も
認
め
ら
れ
た
も
の
か
ど
う
か
、

あ
ら
た
め
て
検
証
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
い
う
の
も
、
鎌
倉
幕
府
の
国
家
的
権
限
と
し
て
評
価
さ
れ
る
諸
国
守
護
権⑨
に
つ

い
て
は
、
幕
府
御
家
人
が
そ
の
担
い
手
と
な
る
こ
と
を
、
朝
廷
が
何
度
も
確
認
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る⑩
。

一
方
、
東
海
東
山
両
道
諸
国
に
お
け
る
鎌
倉
幕
府
の
権
限
に
つ
い
て
は
、
宣
旨
以

降
に
確
認
さ
れ
た
形
跡
が
な
い
の
で
あ
る
。
と
く
に
頼
朝
の
死
後
、
そ
れ
を
ど
う
扱

う
の
か
に
つ
い
て
、
公
武
両
権
力
間
で
議
論
の
対
象
と
な
る
は
ず
の
も
の
で
あ
ろ
う

が
、当
時
そ
れ
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
た
形
跡
が
全
く
見
当
た
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、

宣
旨
の
内
容
を
鎌
倉
幕
府
の
永
続
的
な
権
限
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
つ
い
て
疑
問
と

す
る
理
由
で
あ
る
。

他
に
も
、
東
海
道
に
位
置
す
る
上
総
国
の
国
衙
在
庁
と
国
守
と
の
間
で
発
生
し
た

紛
争
に
対
し
て
、
幕
府
が
介
入
を
避
け
た
と
見
ら
れ
る
事
例⑪
も
あ
る
。
な
ら
ば
、
宣

旨
で
頼
朝
に
公
認
さ
れ
た
と
す
る
権
限
が
継
続
し
て
い
た
こ
と
を
、
自
明
視
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。

そ
こ
で
、
佐
藤
氏
が
鎌
倉
時
代
を
通
じ
て
宣
旨
の
有
効
性
が
確
認
で
き
る
と
し
た

根
拠
の
史
料⑫
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
検
討
し
て
み
た
い
。
そ
れ
を
通
じ
て
、
宣
旨

で
頼
朝
に
公
認
さ
れ
た
と
す
る
権
限
が
継
続
し
た
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
、
再
検

討
を
加
え
た
い
と
思
う
。

一　

常
陸
国
吉
田
社
領
と
鎌
倉
幕
府

（
一
）
宝
治
元
年
（
一
二
四
七
）
四
月
日
下
文
の
再
検
討

佐
藤
進
一
氏
は
、
宣
旨
に
よ
り
裏
付
け
ら
れ
た
と
い
う
鎌
倉
幕
府
に
よ
る
東
海
東
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山
両
道
諸
国
に
お
け
る
国
衙
在
庁
指
揮
権
の
傍
証
と
し
て
、
宝
治
元
年
（
一
二
四
七
）

四
月
日
「
将
軍
（
藤
原
頼
嗣
）
家
下
文
案
」（『
常
陸
吉
田
神
社
文
書
』、『
鎌
倉
遺
文
』
第

六
八
二
五
号
）
を
挙
げ
た
。

【
史
料
E
】
宝
治
元
年
（
一
二
四
七
）
四
月　

日　
「
将
軍
（
藤
原
頼
嗣
）
家
下
文
案
」

（『
常
陸
吉
田
神
社
文
書
』、『
鎌
倉
遺
文
』
第
六
八
二
五
号
）

下　

吉
田
社
領
郷
郷
地
頭
住
人
等

　

可
早
任
先
例
、
進
済
造
伊
勢
豊
受
大
神
□
役
夫
工
米
弐
拾
壱
斛
玖
升

　

壱
合
事
、

右
、
件
米
者
、
希
代
厳
重
之
用
途
也
、
因
茲
、
云
□
領
□
庄
園
、
為
臨

時
課
役
、
平
均
所
被
宛
催
□
、
任
当
時
済
例
、
以
銭
百
文
宛
米
壱
斗
、

無
□
来
九
月
以
前
、
可
令
京
済
之
状
、
所
仰
如
件
、
地
□
住
人
等
宜
承

知
、
不
可
違
失
、
故
下
、

　
　

宝
治
元
年
四
月　

日　
　
　
　
　

大
膳
丞
菅
野
（
花
押
影
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

左
衛
門
尉
三
善
（
花
押
影
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

前
摂
津
守
中
原
（
花
押
影
）

佐
藤
氏
は
、
史
料
E
に
所
見
す
る
「
前
摂
津
守
中
原
」
が
中
原
師
員
と
見
ら
れ
る

と
し
た
上
で
、
こ
の
文
書
を
幕
府
発
給
の
文
書
、
す
な
わ
ち
「
将
軍
（
藤
原
頼
嗣
）
家

下
文
案
」と
し
た⑬
。
中
原
師
員
は
寛
喜
三
年
（
一
二
三
一
）
五
月
に
摂
津
守
に
就
任
し⑭
、

評
定
衆
に
も
名
を
連
ね
た
幕
府
御
家
人
で
あ
る
。
日
下
に
幕
府
奉
行
人
が
連
署
す
る

下
達
様
式
の
文
書
は
他
に
も
類
例
が
あ
り⑮
、
そ
れ
ら
と
類
似
の
様
式
の
文
書
に
、
連

署
者
の
一
人
と
し
て
中
原
師
員
と
見
ら
れ
る
人
物
が
名
を
連
ね
て
い
る
こ
の
文
書

は
、
幕
府
発
給
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

文
書
の
内
容
は
、
常
陸
国
吉
田
社⑯
領
の
地
頭
住
人
ら
に
対
し
て
、
造
伊
勢
豊
受
大

神
宮
の
役
夫
工
米
の
進
済
を
命
ず
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
常
陸
国
は
関
東
知
行
国

と
な
っ
た
こ
と
が
な
く⑰
、
常
陸
国
吉
田
社
領
の
地
頭
職
が
幕
府
御
家
人
で
あ
る
と
い

う
こ
と
も
確
認
が
で
き
な
い
。
つ
ま
り
幕
府
の
所
管
が
確
認
で
き
な
い
吉
田
社
領
の

役
夫
工
米
の
進
済
に
つ
い
て
、宝
治
元
年
（
一
二
四
七
）
四
月
に
中
原
師
員
と
み
ら
れ

る
人
物
が
署
判
者
に
名
を
連
ね
る
文
書
が
発
給
さ
れ
、
地
頭
住
人
ら
に
指
示
が
出
さ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
件
を
幕
府
が
沙
汰
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
と
い
う

の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
幕
府
の
所
管
が
確
認
で
き
な
い
こ
の
所
領
に
対
し
て
、
幕
府
か
ら
と
見

ら
れ
る
命
令
が
出
さ
れ
た
そ
の
法
的
根
拠
は
、
東
海
東
山
諸
国
在
庁
指
揮
権
を
頼
朝

に
認
め
た
宣
旨
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
、
と
い
う
の
が
佐
藤
氏
の
主
張
の
軸
と

な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
こ
の
文
書
に
つ
い
て
宣
旨
の
有
効
性
と
い
う
視
点
か
ら
踏

み
込
ん
だ
検
討
を
行
っ
た
研
究
は
見
当
た
ら
な
い⑱
。

幕
府
に
よ
る
東
海
東
山
諸
国
在
庁
指
揮
権
が
、
宣
旨
の
発
令
以
後
、
永
続
的
に
承

認
さ
れ
て
い
た
と
す
る
上
で
、史
料
E
は
重
要
な
根
拠
と
な
る
史
料
で
あ
る
。
だ
が
、

そ
の
結
論
こ
そ
広
く
知
ら
れ
る
一
方
で
、
根
拠
と
な
る
こ
の
文
書
そ
の
も
の
に
つ
い

て
は
、
そ
の
後
充
分
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
文
書
に
つ
い
て
再
検
討
し
つ
つ
、
幕
府
に
よ
る
東
海
東
山
諸
国
在

庁
指
揮
権
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
再
考
し
て
み
た
い
。

ま
ず
様
式
に
つ
い
て
。
こ
の
『
鎌
倉
遺
文
』
第
六
八
二
五
号
文
書
と
近
似
し
、
出

典
も
同
じ
『
常
陸
吉
田
神
社
文
書
』
で
あ
る
嘉
禄
三
年
（
一
二
二
七
）
六
月
二
十
八
日

の
文
書
（『
鎌
倉
遺
文
』
第
三
六
二
四
号
）
は
、「
領
家
下
文
」
と
さ
れ
て
い
る
。
幕
府

発
給
の
文
書
と
は
み
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

【
史
料
F
】
嘉
禄
三
年
（
一
二
二
七
）
六
月
二
十
八
日
「
領
家
下
文
」（『
常
陸
吉
田
神
社

文
書
』、『
鎌
倉
遺
文
』
第
三
六
二
四
号
）

下　

吉
田
社
領
宇
喜
郷

　

可
慥
令
地
頭
田
所
相
共
、
早
速
沙
汰
進
当
年
所
□
官
物
穎
并
色
色
物
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等
事
、

右
、
近
年
之
間
、
所
当
未
進
依
有
其
数
、
去
去
年
於
京
都
、
被
責
定
使

貞
保
之
処
、
自
国
可
令
弁
進
之
由
進
請
文
、
乍
令
下
向
、
于
今

避
、

所
行
之
至
、
太
以
不
当
、
慥
於
当
年
者
、
地
頭
田
所
相
共
致
其
沙
汰
、

無
束
把
之
未
進
、
早
速
可
令
運
上
也
、
若
致
疎
略
、
不
令
究
進
者
、
可

為
両
人
之
緩
怠
也
者
、
依　

仰
下
知
如
件
、

　
　

嘉
禄
三
年
六
月
廿
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
衛
門
府
生
菅
野

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
馬
允
藤
原
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
造
東
大
寺
次
官
〉
三
善
朝
臣
（
花
押
）

内
容
は
、
吉
田
社
領
宇
喜
郷
に
未
進
な
く
年
貢
の
進
済
を
命
ず
る
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
目
的
は
異
な
る
も
の
の
、
史
料
E
・
F
と
も
に
機
能
及
び
様
式
は
共
通
し
た

も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
前
者
は
幕
府
発
給
の
文
書
（「
将
軍

（
藤
原
頼
嗣
）
家
下
文
案
」）
と
さ
れ
、
後
者
は
荘
園
領
主
発
給
の
文
書
（「
領
家
下
文
」）

と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
様
式
が
史
料
E
と
近
似
し
、
内
容
も
吉
田
社
領
に
貢
進
を
命
ず
る

と
い
う
こ
と
で
近
似
し
て
い
る
史
料
F
を
荘
園
領
主
発
給
の
「
領
家
下
文
」
だ
と
す

る
な
ら
ば
、史
料
E
を
幕
府
発
給
の
「
将
軍
（
藤
原
頼
嗣
）
家
下
文
案
」
と
す
る
理
由

は
、
佐
藤
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
日
下
に
署
名
す
る
「
前
摂
津
守
中
原
」
が
幕
府

御
家
人
の
中
原
師
員
だ
と
さ
れ
る
こ
と
以
外
に
な
い
。
つ
ま
り
、「
前
摂
津
守
中
原
」

が
中
原
師
員
で
は
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
史
料
E
を
幕
府
発
給
の
文
書
と
す
る
前
提

は
崩
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。

で
は
、
史
料
E
に
署
判
す
る
「
前
摂
津
守
中
原
」
は
、
中
原
師
員
と
み
て
間
違
い

な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
花
押
カ
ー
ド
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
に
は
、

中
原
師
員
の
花
押
影
9
件
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
史
料
E
の
花
押
影
も
含

ま
れ
る
。
ま
ず
は
確
実
に
幕
府
が
発
給
し
た
と
見
ら
れ
る
文
書
に
据
え
ら
れ
た
中
原

師
員
の
花
押
影
を
確
認
し
て
お
こ
う
（
史
料
G
―
1
）。
ど
ち
ら
も
寛
元
元
年
の
将
軍

家
政
所
下
文
に
据
え
ら
れ
た
中
原
師
員
の
花
押
影
で
あ
る
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
花

押
カ
ー
ド
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
か
ら
。
以
下
同
。）。

【
史
料
G
―
1
】
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
花
押
カ
ー
ド
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
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【
史
料
G
―
2
】
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
花
押
カ
ー
ド
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

次
に
、
問
題
の
史
料
E
の
花
押
影
を
確
認
し
た
い
（
史
料
G
―
2
）。
注
目
す
べ
き

は
、
こ
の
人
名
比
定
に
は
「
？
」
が
付
さ
れ
て
お
り
（「
中
原
師
員
？
」）、
こ
の
花
押

影
を
師
員
本
人
の
も
の
と
す
る
こ
と
に
懐
疑
的
で
あ
る
の
が
明
ら
か
で
あ
る
。
実
際

に
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
花
押
影
を
参
照
し
て
も
、
一
見
し
て
明
ら
か
な
ご
と
く
、
こ
の

「
前
摂
津
守
中
原
」
の
花
押
影
は
、他
の
中
原
師
員
の
花
押
影
と
一
致
し
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
署
判
か
ら
史
料
E
の
「
前
摂
津
守
中
原
」
を
中
原
師
員
で
あ
る
と
見

な
す
の
は
困
難
な
の
で
あ
る
。

な
お
、
同
時
代
に
は
師
員
の
他
に
も
「
前
摂
津
守
中
原
」
が
存
在
す
る
。

寛
喜
三
年
（
一
二
三
一
）
九
月
二
日
「
摂
津
守
中
原
師
兼
請
文
」⑲

に
所
見
す
る
中
原

師
兼
は
、
宝
治
元
年
当
時
な
ら
ば
「
前
摂
津
守
中
原
」
と
な
る
。
こ
の
中
原
師
兼
は

建
久
六
年
（
一
一
九
五
）
生
ま
れ
、父
は
師
重
で
子
に
師
顕
が
い
る
。
幕
府
と
の
つ
な

が
り
で
い
え
ば
、
建
長
四
年
（
一
二
五
二
）、
宗
尊
親
王
の
征
夷
大
将
軍
就
任
の
宣
旨
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を
作
成
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が⑳
、
幕
府
御
家
人
で
は
な
い
。

ま
た
、
系
譜
関
係
や
経
歴
等
は
不
詳
な
が
ら
、
仁
治
二
年
（
一
二
四
一
）
七
月
日
の

「
筑
後
三
瀦
荘
領
家
下
文
」㉑

に
も
「
前
摂
津
守
中
原
朝
臣
」
が
所
見
す
る
。

つ
ま
り
、
同
時
代
に
は
異
な
る
複
数
の
「
前
摂
津
守
中
原
」
が
存
在
す
る
以
上
、

互
い
に
花
押
影
が
異
な
る
な
ら
ば
、
史
料
E
の
「
前
摂
津
守
中
原
」
を
中
原
師
員
と

断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
し
て
史
料
E
の
「
前
摂
津
守
中
原
」
を
中
原
師
員
に
比
定
す
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
る
と
、
こ
れ
を
幕
府
発
給
の
文
書
で
あ
る
と
す
る
唯
一
の
前
提
が
崩
れ
る
こ
と

に
な
る
。
な
ら
ば
、史
料
E
を
幕
府
発
給
の
文
書
と
す
る
こ
と
は
で
き
ず㉒
、し
た
が
っ

て
、
幕
府
が
自
ら
知
行
し
て
い
な
い
国
の
神
宮
役
夫
工
米
の
徴
収
と
い
う
国
内
行
政

に
関
与
し
て
い
た
、
延
い
て
は
、
幕
府
が
宣
旨
を
根
拠
に
東
海
東
山
諸
国
在
庁
指
揮

権
を
保
持
し
て
い
た
と
す
る
評
価
は
、
そ
の
根
拠
を
失
う
の
で
あ
る
。

以
上
、
東
海
道
に
含
ま
れ
る
も
の
の
幕
府
が
知
行
し
な
い
常
陸
国
に
お
い
て
、
幕

府
が
国
衙
在
庁
指
揮
権
を
保
持
し
て
い
た
と
さ
れ
る
根
拠
の
史
料
を
再
検
討
し
た
。

そ
の
結
果
、
当
該
の
史
料
E
は
そ
の
根
拠
と
な
り
得
ず
、
佐
藤
氏
の
主
張
を
裏
付
け

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

次
節
で
は
、
常
陸
国
吉
田
社
領
が
幕
府
に
よ
る
支
配
を
受
け
て
い
た
可
能
性
に
つ

い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
常
陸
国
は
知
行
し
て
い
な
く
と
も
、
当
該
所
領
が
幕
府
の

何
ら
か
の
影
響
下
に
あ
り
、
そ
の
関
係
か
ら
指
示
を
出
し
た
と
い
う
可
能
性
の
有
無

を
検
討
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

（
二
）
常
陸
国
吉
田
社
領
と
幕
府

常
陸
国
吉
田
社
領
に
つ
い
て
は
、領
家
で
あ
る
小
槻
氏
の
要
請
を
受
け
た
幕
府
が
、

吉
田
庄
の
現
地
住
人
の
濫
妨
に
対
し
て
介
入
し
た
と
い
う
事
例
も
あ
る㉓
。

【
史
料
H
】『
吾
妻
鏡
』
建
暦
二
年
（
一
二
一
二
）
六
月
十
五
日
条

十
五
日
己
丑
、
常
陸
国
吉
田
庄
地
下
沙
汰
人
等
濫
妨
本
所
所
務
、
且
任
去
文
治

二
年
閏
七
月
廿
五
日
故
右
大
将
家
御
下
知
、
為
関
東
御
沙
汰
、
可
被
付
彼
下
地

於
本
所
之
旨
、
訴
申
之
間
、
為
広
元
朝
臣
奉
行
、
有
評
議
、
謂
文
治
御
下
文
者
、

可
有
計
成
敗
之
間
、
就
被
下　

院
宣
、
御
沙
汰
訖
、
今
度
無
其
儀
也
、
且
非
地

頭
輩
事
、
以
本
所
沙
汰
人
等
濫
吹
事
、
無
左
右
難
覃
御
裁
許
之
由
治
定
、
仍
今

日
載
其
趣
、
被
出
御
返
事
云
々
、

記
事
に
よ
れ
ば
、文
治
二
年
閏
七
月
二
十
五
日
付
の
頼
朝
の
下
知
（「
文
治
御
下
文
」）

は
、
後
白
河
院
の
院
宣
を
受
け
て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
建
暦
の
今
回
は
、
院
か

ら
の
要
請
も
な
く
、
そ
も
そ
も
御
家
人
で
は
な
い
「
本
所
沙
汰
人
」
の
濫
吹
に
つ
い

て
、
幕
府
が
裁
定
を
下
す
に
は
及
ば
な
い
旨
、
返
答
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
ま
ず
常
陸
国
吉
田
庄
の
地
下
沙
汰
人
は
、
御
家
人
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（「
且
非
地
頭
輩
事
」）。
常
陸
国
は
挙
兵
直
後
の
頼
朝
が

佐
竹
氏
を
破
っ
て
支
配
下
に
置
い
た
国
で
あ
り
、
ま
た
宣
旨
の
適
応
対
象
で
あ
っ
た

東
海
道
に
含
ま
れ
る
国
で
あ
る
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
こ
を
知
行
す
る
現
地
の
沙
汰

人
が
幕
府
の
支
配
下
に
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
、
内
乱
の
終
結
後
に
非
御
家
人
と
な

る
こ
と
を
選
ん
だ
と
い
う
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る㉔
。

実
際
に
、
文
治
二
年
に
は
後
白
河
院
の
命
令
を
受
け
た
頼
朝
が
関
与
し
（「
文
治
御

下
文
」）、
現
地
の
支
配
権
を
領
家
で
あ
る
小
槻
氏
に
保
証
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
（「
為

関
東
御
沙
汰
、
可
被
付
彼
下
地
於
本
所
」）。
だ
が
そ
の
場
合
、
も
し
こ
れ
以
前
に
幕
府
が

内
乱
の
過
程
で
現
地
の
実
効
支
配
権
を
掌
握
し
て
い
た
の
だ
と
し
て
も
、
こ
れ
を

も
っ
て
放
棄
し
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
文
治
二
年
の
頼
朝
に
よ
る
関
与
は
、
院
か

ら
の
要
請
が
あ
っ
た
た
め
だ
と
わ
ざ
わ
ざ
断
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
文
治
二
年
の
段

階
に
お
い
て
も
幕
府
（
頼
朝
）
が
現
地
の
実
効
支
配
権
を
掌
握
し
て
い
た
と
見
な
す
こ

と
は
難
し
い
。

そ
う
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
建
暦
二
年
に
再
び
幕
府
へ
現
地
の
沙
汰
人
に
対
す

る
命
令
が
要
請
さ
れ
た
の
は
、
吉
田
庄
の
現
地
の
沙
汰
人
ら
に
対
し
て
強
制
執
行
の

実
施
を
期
待
で
き
た
の
が
、
常
陸
国
司
よ
り
も
幕
府
で
あ
る
、
と
い
う
見
立
て
が
領
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家
で
あ
る
小
槻
氏
（「
本
所
」）
の
側
に
存
在
し
た
可
能
性
も
あ
る㉕
。
し
か
し
そ
う
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、
幕
府
の
主
張
に
は
、
院
か
ら
の
命
令
が
な
け
れ
ば
関
与
し
な
い

と
い
う
基
本
的
な
方
針
が
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
文
治
・
建
暦
両
年
間
に
お
け
る
幕
府
の
対
応
を
見
る
と
、
常
陸
国

吉
田
社
領
は
幕
府
御
家
人
が
地
頭
を
務
め
て
は
お
ら
ず
、
領
家
で
あ
る
小
槻
氏
か
ら

の
訴
え
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
理
由
に
却
下
し
て
い
る
。
ま
た
、
常
陸
国
に
お
け
る

国
衙
在
庁
指
揮
権
を
幕
府
（
頼
朝
）
が
有
し
て
い
る
と
い
う
共
通
認
識
が
持
た
れ
て
い

た
と
見
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
も
し
宣
旨
が
適
用
さ
れ
る
な
ら
ば
、
幕
府
は
そ
れ
を

根
拠
に
領
家
か
ら
の
指
示
を
地
下
沙
汰
人
へ
命
ず
れ
ば
よ
い
は
ず
だ
が
、
そ
う
は
し

て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
院
か
ら
と
く
に
要
請
が
あ
っ
た
た
め
「
御
下
文
」
を
発
給

し
た
文
治
二
年
の
事
例
を
特
例
と
し
て
お
り
、
ま
し
て
院
か
ら
の
要
請
も
な
い
建
暦

二
年
の
事
例
に
お
い
て
は
、
不
関
与
と
す
る
幕
府
の
方
針
が
よ
り
明
瞭
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
宣
旨
が
有
効
性
を
保
っ
て
い
た
と
は
言
い
難
い
の
で
あ
る
。

佐
藤
氏
は
、
史
料
E
の
「
前
摂
津
守
中
原
」
を
幕
府
御
家
人
の
中
原
師
員
に
比
定

す
る
こ
と
で
、
こ
の
文
書
を
幕
府
発
給
の
も
の
で
あ
る
と
し
、
そ
こ
か
ら
幕
府
の
常

陸
国
に
お
け
る
国
衙
在
庁
指
揮
権
の
存
在
を
指
摘
し
た
。
だ
が
そ
の
比
定
は
誤
り
で

あ
り
、
そ
の
比
定
を
前
提
と
す
る
幕
府
の
国
衙
在
庁
指
揮
権
は
、
そ
の
根
拠
を
失
う

こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
史
料
E
か
ら
遡
る
文
治
・
建
暦
両
年
間
に
お
い
て
も
、

や
は
り
幕
府
に
よ
る
国
衙
在
庁
指
揮
権
と
呼
べ
る
よ
う
な
権
限
は
確
認
で
き
ず
、
む

し
ろ
幕
府
は
そ
の
よ
う
な
事
案
へ
の
関
与
を
避
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
宣
旨
が
鎌
倉
幕
府
に
よ
る
東
海
東
山
両
道
諸
国
に
お
け
る
国
衙
在
庁
指
揮

権
を
鎌
倉
時
代
を
通
じ
て
保
証
し
た
と
す
る
評
価
は
、
再
考
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
は

ず
で
あ
る
。

二　

幕
府
と
諸
国
在
庁
と
の
関
係
に
つ
い
て

宣
旨
で
定
め
ら
れ
た
内
容
が
鎌
倉
時
代
を
通
じ
て
存
続
し
て
い
た
と
す
る
佐
藤
氏

の
主
張
の
根
拠
と
な
る
史
料
は
、
人
名
比
定
の
誤
り
に
よ
っ
て
根
拠
と
は
な
り
得
な

い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
ま
た
、
別
の
史
料
を
検
討
し
て
み
て
も
、
宣
旨
で
裏

付
け
ら
れ
た
と
す
る
よ
う
な
権
限
を
幕
府
は
行
使
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
佐
藤
氏
が
宣
旨
に
よ
っ
て
公
認
さ
れ
た
と
す
る
、
東
海
東
山
両
道
諸
国
に

お
け
る
幕
府
の
国
衙
支
配
権
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
戦
時
状
態
に
お
け

る
臨
時
・
時
限
の
措
置
で
あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
こ
の
宣
旨
自
体
が
、
発
令
当
時
の
状
況
に
強
く
規
定
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た㉖
。
ま
ず
、
西
国
を
平
家
、
東
国
を
頼
朝
、
畿
内
近
国
お
よ
び
北
陸
を
義
仲
が

支
配
し
て
い
る
状
況
で
、
荘
園
領
主
が
集
住
す
る
京
都
へ
の
物
資
流
入
が
途
絶
し
て

い
た
た
め
、朝
廷
と
し
て
は
貢
納
物
供
給
の
確
約
を
頼
朝
か
ら
得
る
必
要
が
あ
っ
た
。

ま
た
、
朝
廷
を
主
導
す
る
後
白
河
院
は
頼
朝
と
の
関
係
を
強
化
す
る
こ
と
で
、
対
立

を
深
め
つ
つ
あ
っ
た
義
仲
を
牽
制
す
る
と
い
う
意
図
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
頼
朝
自
身

は
、
宣
旨
の
発
令
に
伴
う
謀
叛
人
か
ら
の
脱
却
と
、
実
効
支
配
地
域
の
み
な
ら
ず
京

都
へ
の
進
軍
途
中
の
国
々
の
国
衙
在
庁
等
に
対
す
る
支
配
の
正
当
性
を
得
る
こ
と
が

で
き
た
。

内
乱
に
よ
っ
て
国
司
が
機
能
し
な
く
な
っ
た
状
況
で
、
東
海
東
山
両
道
の
諸
国
の

在
庁
等
の
取
り
締
ま
り
を
頼
朝
に
命
ず
る
よ
う
宣
旨
で
定
め
ら
れ
た
わ
け
だ
が
、
こ

の
宣
旨
が
発
令
さ
れ
る
前
の
頼
朝
の
立
場
は
、
南
関
東
を
実
効
支
配
す
る
謀
叛
人
で

あ
っ
た
。
謀
叛
人
（
頼
朝
）
に
よ
る
違
法
な
実
効
支
配
下
に
あ
る
在
庁
等
に
指
令
（
年

貢
物
の
貢
納
等
）
を
出
す
に
は
、
違
法
に
実
効
支
配
し
て
い
る
謀
叛
人
を
実
力
で
排
除

（
追
討
）
す
る
か
、
謀
叛
人
の
実
効
支
配
を
公
認
し
た
上
で
彼
に
支
配
下
の
在
庁
等
へ

の
指
示
を
要
請
す
る
と
い
う
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。
後
白
河
院
が
主
導
す
る
朝
廷
が

選
ん
だ
の
は
後
者
の
方
法
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
当
た
り
、
違
法
に
実
効
支
配
を
続
け
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鎌
倉
幕
府
と
寿
永
二
年
十
月
宣
旨
に
つ
い
て

575

る
謀
叛
人
の
地
位
を
ま
ず
公
認
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
朝
廷
は
、
宣
旨
の
発
給
の
前

に
ま
ず
頼
朝
の
謀
叛
人
と
い
う
立
場
の
解
除
に
着
手
し
た
。
実
際
に
、
頼
朝
は
宣
旨

発
令
に
先
立
つ
十
月
九
日
、
本
位
に
復
し
て
い
る㉗
。

こ
の
事
実
を
も
っ
て
、
頼
朝
は
謀
叛
人
と
し
て
の
違
法
な
立
場
を
脱
し
、
実
効
支

配
自
体
は
継
続
し
つ
つ
、
支
配
地
域
内
の
国
司
が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
諸
国
に
お
い

て
、
臨
時
に
国
衙
在
庁
を
取
り
締
ま
る
権
限
を
朝
廷
か
ら
公
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
元
木
泰
雄
氏
は
、
①
元
暦
元
年
の
一
ノ
谷
合
戦
後
に
頼
朝
が
国
司
の
補
任

を
要
請
し
て
い
る
こ
と
、
②
文
治
元
年
以
降
、
頼
朝
の
知
行
国
以
外
に
は
朝
廷
か
ら

受
領
が
任
命
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
宣
旨
で
定
め
ら
れ
た
権
限
は
、
受
領
補
任
ま

で
の
一
時
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
と
す
る㉘
。
こ
の
①
と
②
に
つ
い
て
補

足
し
て
順
に
検
討
し
て
み
た
い
。

ま
ず
①
に
つ
い
て
は
、『
吾
妻
鏡
』
寿
永
三
年
（
一
一
八
四
）
二
月
二
十
五
日
条
に

収
録
さ
れ
て
い
る
頼
朝
の
奏
請
の
一
つ
に
、「
東
国
北
国
両
道
国
々
、
追
討
謀
叛
之

間
、
如
無
土
民
、
自
今
春
、
浪
人
等
帰
住
旧
里
、
可
令
安
堵
候
、
然
者
、
来
秋
之
比
、

被
任
国
司
、
被
行
吏
務
可
宜
候
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
る
。

ま
た
、
同
年
二
月
の
宣
旨
で
も
、
頼
朝
の
権
限
と
国
司
の
権
限
は
区
別
さ
れ
て
い

る
。『
玉
葉
』
同
年
二
月
二
十
三
日
条
所
収
の
「
五
畿
内
諸
国
七
道
諸
国
同
之
」
に
下

さ
れ
た
宣
旨
（「
応
早
仰
国
司
、
停
止
宛
催
公
田
庄
園
兵
糧
米
事
」）
の
な
か
で
、「
爰
散
位

源
朝
臣
頼
朝
、
不
廻
幾
日
討
滅
西
賊
、
然
則
干
戈
永
斂
、
宇
宙
静
謐
、
権
大
納
言
藤

原
朝
臣
忠
親
宣
、
奉
勅
、
早
仰
諸
国
司
、
宜
停
止
件
催
者
、
諸
国
承
知
、
依
宣
行
之
、」

と
あ
る
。
頼
朝
に
は
平
家
追
討
を
命
ず
る
一
方
で
、
諸
国
司
に
は
「
公
田
庄
園
」
へ

違
法
な
兵
糧
米
の
賦
課
を
禁
ず
る
よ
う
命
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
平
家
追
討

と
い
う
戦
時
で
は
あ
る
も
の
の
、
五
畿
七
道
諸
国
に
国
司
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
を
前

提
と
し
て
、
追
討
に
従
事
す
る
頼
朝
お
よ
び
そ
の
家
人
等
の
権
限
と
、
諸
国
の
国
司

の
権
限
と
を
整
理
し
た
上
で
併
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
適
用
範
囲

は
東
海
東
山
両
道
の
諸
国
も
含
む
も
の
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
宣
旨
に

よ
っ
て
頼
朝
に
諸
国
在
庁
指
揮
権
が
認
め
ら
れ
た
国
々
に
お
い
て
も
、
国
司
が
任
命

さ
れ
た
上
で
頼
朝
の
権
限
と
の
整
理
が
な
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る㉙
。

同
年
二
月
七
日
、
頼
朝
は
甲
斐
源
氏
や
京
武
者
ら
と
と
も
に
一
ノ
谷
合
戦
で
平
家

を
破
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
頼
朝
軍
は
後
白
河
院
―
後
鳥
羽
天
皇
の
皇
統
を
護

持
す
る
官
軍
の
地
位
を
確
立
し
、
以
後
、
四
国
に
逃
れ
た
平
家
の
追
討
に
着
手
す
る㉚
。

寿
永
三
年
二
月
の
宣
旨
は
、
そ
の
よ
う
な
時
機
を
踏
ま
え
て
、
戦
時
状
態
に
お
け
る

臨
時
・
時
限
の
措
置
で
あ
っ
た
宣
旨
の
内
容
を
見
直
し
、
頼
朝
と
諸
国
司
と
の
権
限

が
整
理
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
よ
う
。

つ
づ
い
て
②
に
つ
い
て
は
、
元
暦
元
年
（
一
一
八
四
）
当
初
の
関
東
知
行
国
は
武

蔵
・
駿
河
・
三
河
で
あ
り
、
そ
の
後
、
文
治
年
間
に
は
上
総
・
下
総
・
相
模
・
伊
豆
・

越
後
・
信
濃
・
伊
予
・
豊
後
な
ど
の
諸
国
が
随
時
加
減
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
関
東

知
行
を
離
れ
た
国
々
に
つ
い
て
は
、
東
海
東
山
両
道
に
含
ま
れ
る
国
で
あ
っ
て
も
、

幕
府
が
国
内
の
在
庁
指
揮
権
を
掌
握
し
て
い
な
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
事
例
が
あ
る
。

【
史
料
I
】『
吾
妻
鏡
』
承
元
四
年
（
一
二
一
〇
）
七
月
二
十
日
条

廿
日
丙
午
、
晴
、
上
総
国
在
庁
等
有
参
訴
事
、
是
秀
康
〈
院
北
面
、〉
去
月
十
七

日
任
当
国
守
、
同
下
旬
之
比
、
其
使
者
入
部
国
務
之
間
、
於
事
背
先
規
致
非
義
、

在
庁
等
愁
歎
之
刻
、
忽
起
喧
嘩
、
刃
傷
数
輩
土
民
等
云
々
、
如
相
州
、
広
元
朝

臣
、
善
信
有
沙
汰
、
是
非
関
東
御
計
、
早
可
奏
達
之
由
、
被
仰
下
云
々
、

実
朝
将
軍
期
の
承
元
四
年
（
一
二
一
〇
）
七
月
、東
海
道
管
内
で
あ
り
幕
府
御
家
人

も
多
数
居
住
す
る
上
総
国
の
国
衙
運
営
に
つ
い
て
、
幕
府
が
「
非
関
東
御
計
」
と
称

し
た
の
で
あ
る
。
事
の
発
端
は
、
上
総
介
と
な
っ
た
藤
原
秀
康
の
使
者
が
入
部
し
、

現
地
で
紛
争
を
惹
起
し
た
。
上
総
国
在
庁
等
が
こ
れ
を
幕
府
に
訴
え
る
と
、
審
議
の

結
果
「
非
関
東
御
計
」
と
し
て
、
後
鳥
羽
院
の
判
断
に
委
ね
る
と
い
う
決
定
を
幕
府

が
下
し
た㉛
。
上
総
国
の
知
行
国
主
は
後
鳥
羽
院
と
み
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
紛

争
の
解
決
は
後
鳥
羽
院
に
委
ね
る
判
断
を
下
し
た
と
見
ら
れ
る
。

国
司
側
が
一
方
当
事
者
と
な
り
、
在
庁
等
が
訴
え
出
る
ほ
ど
の
「
刃
傷
」
を
と
も
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な
う
「
喧
嘩
」
は
、
国
務
の
重
要
案
件
で
あ
る
。
受
領
の
使
者
と
在
庁
が
対
立
す
れ

ば
、
徴
税
業
務
に
も
支
障
を
来
す
こ
と
が
容
易
に
想
像
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
幕
府
は
こ
の
紛
争
に
伴
う
在
庁
等
の
訴
え
を
受
理
し
て
い
な
い
。
あ

る
い
は
、
国
内
の
紛
争
の
調
停
と
、
宣
旨
で
い
う
「
謀
反
人
追
捕
」
や
徴
税
な
ど
と

は
違
う
と
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
先
述
の
よ
う
に
、
受
領
の
使
者
と
在
庁
が
対
立

す
れ
ば
徴
税
に
も
支
障
を
来
す
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
た
め
、
佐
藤
氏
の
言
う
国
衙
在

庁
指
揮
権
に
も
大
き
く
関
わ
る
問
題
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
佐
藤
氏
の
言
う
国
衙

在
庁
指
揮
権
が
公
認
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
国
で
、
幕
府
が
在
庁
ら
の
訴
え
を
受
理
せ

ず
、
国
守
お
よ
び
知
行
国
主
の
判
断
を
優
先
し
て
い
る
。
こ
の
事
例
は
以
上
の
よ
う

に
理
解
で
き
る32
。

こ
の
承
元
四
年
の
上
総
国
の
事
例
と
、
前
章
で
検
討
し
た
常
陸
国
の
事
例
と
を
参

照
す
れ
ば
、
幕
府
が
知
行
し
て
い
な
い
国
に
お
い
て
、
幕
府
は
院
や
知
行
国
主
お
よ

び
荘
園
領
主
の
要
請
を
受
け
て
、
御
家
人
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
在
庁
等
」
を
取
り
締

ま
る
立
場
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
幕
府
が
知
行
し
て
い
な
い
国
の
、
御
家
人
で

は
な
い
「
在
庁
等
」
に
対
し
て
は
、
荘
園
領
主
の
要
請
に
も
か
か
わ
ら
ず
幕
府
の
対

応
は
消
極
的
で
あ
っ
た
の
は
前
章
の
事
例
に
あ
っ
た
と
お
り
で
あ
る
。

以
上
の
検
討
よ
り
、
佐
藤
氏
の
言
う
東
海
東
山
両
道
諸
国
に
お
け
る
「
国
衙
支
配

権
」
は
、
寿
永
二
年
十
月
よ
り
も
後
の
公
武
交
渉
、
よ
り
具
体
的
に
は
木
曾
義
仲
を

破
り
、
一
ノ
谷
合
戦
で
平
家
を
四
国
に
追
い
落
と
し
た
時
点
で
、
発
展
的
に
解
消
さ

れ
た
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
検
討
結
果
に
照
ら
し
て
、
下
記
の
佐
藤
氏
と
水
戸
部
正
男
氏
と
の

論
争
を
読
み
直
す
と
、
水
戸
部
氏
の
反
論
に
こ
そ
分
が
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
。

【
史
料
J
】『
吾
妻
鏡
』
文
治
四
年
（
一
一
八
八
）
三
月
十
日
条

十
日
丙
午
、
東
大
寺
重
源
上
人
書
状
到
着
、
当
寺
修
造
事
、
不
恃
諸
檀
那
合
力

者
曾
難
成
、
尤
所
仰
御
奉
加
也
、
早
可
令
勧
進
諸
国
給
、
衆
庶
縦
雖
無
結
縁
志
、

定
奉
和
順
御
権
威
重
歟
、
且
此
事
奏
聞
先
畢
者
、
此
事
未
被
仰
下
、
所
詮
於
東

国
分
者
、
仰
地
頭
等
、
可
令
致
沙
汰
之
由
被
仰
遣
、

【
史
料
K
】（
文
治
三
年
〈
一
一
八
七
〉）
三
月
十
六
日
「
源
頼
朝
書
状
案
」（『
赤
星
氏
旧

蔵
文
書
』、『
鎌
倉
遺
文
』
第
二
一
九
号
）

東
大
寺
事
、
平
家
朝
敵
と
奉
成
候
ひ
し
余
に
、
令
破
滅
当
寺
候
畢
、
而
造
営
事
、

先
急
御
沙
汰
可
候
之
由
、
令
存
候
也
、
諸
国
諸
庄
普
致
支
配
し
て
、
一
向
に
贔

負
御
沙
汰
候
は
、
定
急
出
来
候
歟
、
上
人
於
周
防
国
て
、
適
採
置
て
候
明
日
材

木
も
、
杣
出
不
相
叶
之
由
承
候
也
、
凡
又
自
余
材
木
も
、
さ
す
か
に
一
国
の
力

に
て
難
叶
候
歟
、
其
中
に
当
寺
も
な
る
材
木
も
、
杣
出
い
つ
と
な
く
候
て
、
朽

候
な
ん
後
、
良
材
難
得
候
歟
、
然
者
、
諸
国
重
任
功
に
も
被
仰
下
歟
、
又
院
宮

及
諸
家
庄
領
に
も
分
に
随
ひ
、
任
其
宜
て
、
材
木
を
も
工
作
料
を
も
被
省
召
候

て
、
是
を
大
事
に
て
御
沙
汰
候
者
、
宜
候
な
ん
、
且
諸
国
重
任
功
に
も
被
召
、

又
志
候
ハ
ん
所
人
ハ
、
私
力
に
も
相
営
、
諸
庄
に
も
被
充
課
候
ひ
て
、
結
縁
の

心
あ
ら
ん
人
ハ
、
可
令
合
力
な
と
被
仰
下
て
、
幾（

マ
マ
）内・

幾（
マ
マ
）国・

西
国
方
ハ
、
細
々

ニ
勧
進
の
御
沙
汰
可
候
に
候
、
関
東
方
ハ
、
頼
朝
勧
進
御
使
と
し
て
可
相
励
候

也
、
そ
れ
も
自
君
被
仰
下
て
候
し
を
も
て
、
可
致
沙
汰
候
也
、
大
方
ハ
君
御
意

よ
り
御
沙
汰
候
之
上
に
も
、
つ
よ
く
此
事
を
御
沙
汰
候
者
、
自
今
月
十
年
内
何

不
出
来
候
哉
、
猶
々
此
寺
事
、
朝
の
御
大
事
と
云
、
又
殊
勝
功
徳
と
申
、
何
事

如
之
候
哉
、
此
次
第
付
言
上
、
其
恐
候
へ
と
も
、
聖
武
天
皇
御
願
ヲ
平
家
令
焚

滅
て
候
を
、
君
御
世
ニ
不
致
興
隆
ハ
、
可
期
何
時
候
哉
、
抂
て
此
造
営
を
可
被

急
遂
候
、
御
計
可
候
之
由
、
深
所
令
存
候
也
、
以
此
旨
可
令
言
上
給
候
、
頼
朝

恐
惶
謹
言
、

　
　
　

三
月
十
六
日　
　
　
　
　
　
　
　

頼
朝

　
　

進
上　

帥
中
納
言
殿

佐
藤
氏
は
、
東
大
寺
の
修
造
に
か
か
る
諸
国
の
勧
進
に
つ
い
て
、
史
料
J
傍
線
部
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に
「
於
東
国
分
者
、
仰
地
頭
等
、
可
令
致
沙
汰
之
由
被
仰
遣
」
と
あ
る
の
は
、
宣
旨

を
根
拠
と
す
る
幕
府
の
東
国
諸
国
に
お
け
る
公
権
（「
国
衙
支
配
権
」）
の
存
在
が
前
提

と
し
て
あ
っ
た
と
す
る33
。

こ
れ
に
対
し
て
水
戸
部
正
男
氏
は
、
同
傍
線
箇
所
の
「
仰
遣
」
に
該
当
す
る
原
史

料
が
史
料
K
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
当
該
文
書
の
傍
線
部
に
「
関
東
方
」
と
あ
る
こ

と
に
着
目
す
る
。「
関
東
」
は
幕
府
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、原
史
料
に
お
い
て
は
「
幕

府
の
威
令
の
及
ぶ
関
東
御
分
国
は
も
と
よ
り
、
諸
国
の
地
頭
御
家
人
等
を
含
め
て
用

い
た
も
の
で
、
決
し
て
東
国
だ
け
に
限
っ
て
用
い
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
」
と
し
て
、
東
国
に
お
け
る
鎌
倉
幕
府
の
公
権
の
存
在
を
批
判
し
た
の
で
あ
る34
。

こ
の
水
戸
部
氏
に
よ
る
批
判
に
対
し
て
佐
藤
氏
は
、
同
文
書
で
は
「
関
東
方
」
に

「
幾（

マ
マ
）内・

幾（
マ
マ
）国・

西
国
」
と
い
う
地
域
が
対
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
こ

と
は
、
地
域
と
し
て
の
東
国
に
対
す
る
公
権
が
、
宣
旨
に
よ
っ
て
鎌
倉
幕
府
に
認
め

ら
れ
て
い
た
の
だ
と
反
論
し
て
自
説
を
補
強
し
た35
。
そ
の
後
、
水
戸
部
氏
か
ら
再
度

の
批
判
は
出
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る36
。

だ
が
既
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
文
治
年
間
以
降
に
は
、
頼
朝
の
知
行
国
以
外
の
東

海
東
山
両
道
諸
国
に
朝
廷
か
ら
受
領
が
任
命
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
国
々
に
お
け

る
頼
朝
（
幕
府
）
の
権
限
は
、
院
や
知
行
国
主
お
よ
び
荘
園
領
主
の
要
請
を
受
け
て
、

御
家
人
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
在
庁
等
」
を
取
り
締
ま
る
立
場
と
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
幕
府
が
知
行
し
て
い
な
い
国
の
、
御
家
人
で
は

な
い
「
在
庁
等
」
に
対
し
て
は
、
荘
園
領
主
の
要
請
に
も
か
か
わ
ら
ず
幕
府
の
対
応

は
消
極
的
で
も
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
頼
朝
が
言
う
「
関
東
方
ハ
、
頼
朝
勧
進
御
使
と

し
て
可
相
励
候
也
」
は
、
水
戸
部
氏
が
言
う
よ
う
に
、
幕
府
の
支
配
下
に
あ
る
地
頭

御
家
人
ら
に
命
じ
て
勧
進
を
実
施
す
る
（
す
な
わ
ち
、幕
府
御
家
人
か
ら
の
寄
進
を
募
る
）

と
理
解
す
べ
き
こ
と
が
わ
か
る
。

幕
府
の
確
立
以
後
、
国
司
が
徴
税
・
司
法
を
は
じ
め
と
す
る
国
内
行
政
全
般
を
差

配
す
る
一
方
、
幕
府
が
設
置
す
る
守
護
は
、
国
司
の
権
限
を
制
限
し
な
い
範
囲
で
の

検
断
や
国
内
御
家
人
の
指
揮
に
限
ら
れ
た37
。
宣
旨
に
つ
い
て
石
井
良
助
氏
は
、「
こ
の

宣
旨
に
よ
っ
て
、
頼
朝
に
与
え
ら
れ
た
権
限
と
い
え
ば
、
上
記
の
庄
園
公
領
を
本
所

国
司
に
還
附
せ
よ
と
い
う
命
令
に
随
わ
な
い
者
を
追
討
す
る
こ
と
に
過
ぎ
な
い
の
で

あ
る
。（
中
略
）
そ
の
権
限
は
、
実
は
行
政
権
と
い
わ
ん
よ
り
は
追
討
権
と
も
い
う
べ

き
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
幕
府
と
称
す
る
に
は
、
あ
ま
り
に
さ
さ
や
か
な
権
限
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。」
と
し
て
、佐
藤
氏
が
こ
れ
を
幕
府
成
立
の
画
期
と
す
る
宣
旨

の
評
価
を
批
判
し
た38
。
こ
の
批
判
は
、
国
家
的
軍
事
・
警
察
権
の
行
使
こ
そ
が
幕
府

の
本
質
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
従
う
べ
き
見
解
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。

お
わ
り
に

佐
藤
氏
が
幕
府
に
よ
る
発
給
で
あ
る
と
し
た
『
鎌
倉
遺
文
』
第
六
八
二
五
号
は
、

そ
の
根
拠
で
あ
っ
た
人
名
比
定
に
誤
り
が
あ
っ
た
た
め
、
幕
府
発
給
の
文
書
で
は
な

い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
文
書
は
、
宣
旨
を
根
拠
に
東
海
東
山
両
道
諸
国
に
お
け
る
国

衙
在
庁
指
揮
権
を
幕
府
が
鎌
倉
時
代
を
通
じ
て
有
し
て
い
た
と
す
る
佐
藤
進
一
氏
の

説
の
裏
付
け
と
は
な
り
得
な
い
。

そ
も
そ
も
こ
の
宣
旨
自
体
が
、
発
令
当
時
の
状
況
に
強
く
規
定
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
。
宣
旨
の
発
令
に
当
た
り
、実
効
支
配
を
続
け
る
謀
叛
人
（
頼
朝
）
の
地
位
を

ま
ず
公
認
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
朝
廷
は
、
そ
の
状
況
の
解
消
に
着
手
し
た
。
実
際

に
、
頼
朝
は
宣
旨
発
令
に
先
立
つ
十
月
九
日
、
本
位
に
復
し
て
い
る
。

だ
が
、
頼
朝
が
本
位
に
復
し
て
謀
叛
人
の
立
場
を
脱
し
た
事
実
を
、
佐
藤
氏
は
さ

ほ
ど
重
視
し
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
鎌
倉
幕
府
を
、
頼
朝
が
草
創
し
た
新
た

な
国
家
で
あ
る
と
評
価
す
る
た
め
に
、
朝
廷
か
ら
の
処
遇
な
ど
問
題
視
し
な
か
っ
た

た
め
で
あ
ろ
う
か39
。

あ
る
い
は
研
究
段
階
に
よ
る
制
約
の
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
佐
藤
氏
に
お
い
て
は
、
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内
乱
の
原
因
を
皇
統
の
分
裂
に
求
め
る
視
点
も
乏
し
い
。
そ
の
こ
と
も
ま
た
、
頼
朝

の
謀
叛
人
か
ら
の
脱
却
を
重
視
し
な
い
一
因
で
あ
ろ
う
。
頼
朝
は
高
倉
―
安
徳
の
皇

統
と
そ
れ
を
戴
く
朝
廷
に
と
っ
て
は
謀
叛
人
で
あ
っ
た
が
、
寿
永
二
年
に
平
家
が
都

落
ち
し
た
後
に
樹
立
さ
れ
た
後
白
河
―
後
鳥
羽
の
皇
統
と
彼
ら
が
主
導
す
る
朝
廷
に

と
っ
て
は
、
い
ち
早
く
入
京
を
果
た
し
た
義
仲
・
行
家
ら
を
抑
え
て
「
勲
功
之
優
劣
」

で
「
第
一
」
と
位
置
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
り40
、
そ
の
朝
廷
と
接
触
を
図
っ
て
交
渉
を

進
め
た
結
果
、
謀
叛
人
か
ら
の
脱
却
を
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

宣
旨
を
め
ぐ
る
人
々
に
着
目
す
る
と
、
そ
の
内
容
は
彼
ら
を
取
り
巻
く
寿
永
二
年

十
月
〜
十
一
月
当
時
の
状
況
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
の
研

究
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
状
況
が
解
消
さ
れ

れ
ば
、
宣
旨
の
内
容
も
見
直
し
が
図
ら
れ
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
宣
旨
の
内
容
が
頼
家
に
継
承
さ
れ
た
徴
証
は
な
い
。
佐
藤
氏
の
言
う
東

海
東
山
両
道
諸
国
に
お
け
る
国
衙
在
庁
指
揮
権
は
、
寿
永
二
年
十
月
以
後
の
公
武
交

渉
、
よ
り
具
体
的
に
い
え
ば
、
頼
朝
軍
が
一
ノ
谷
合
戦
に
勝
利
し
た
後
の
寿
永
三
年

初
頭
頃
に
、
発
展
的
に
解
消
さ
れ
た
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
る
の
は
、
先
に
見
た
と

お
り
で
あ
る
。

本
稿
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
幕
府
は
自
ら
が
知
行
し
て
い
な
い
国
に
お
い
て
、
院

や
知
行
国
主
お
よ
び
荘
園
領
主
の
要
請
を
受
け
て
、
御
家
人
で
あ
る
と
こ
ろ
の
国
衙

在
庁
を
取
り
締
ま
る
立
場
で
あ
っ
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
幕
府
が
知

行
し
て
い
な
い
国
に
お
け
る
御
家
人
で
は
な
い
国
衙
在
庁
に
対
し
て
は
、
荘
園
領
主

の
要
請
に
も
か
か
わ
ら
ず
幕
府
の
対
応
は
消
極
的
で
あ
る
。
頼
朝
の
謀
叛
人
と
し
て

の
地
位
が
改
め
ら
れ
、
実
効
支
配
が
ひ
と
ま
ず
公
認
さ
れ
た
と
い
う
点
に
宣
旨
の
意

義
が
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
を
幕
府
に
よ
る
東
国
支
配
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
っ
た

と
評
価
す
る
こ
と
は
、
誤
り
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

注①　
畝
傍
書
房
、
一
九
四
三
年
。

②　
『
日
本
中
世
史
論
集
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
、
初
出
は
一
九
四
九
年
。

③　
『
日
本
中
世
史
論
集
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
、
初
出
は
一
九
五
九
年
。

④　
「
鎌
倉
政
権
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
―
東
国
に
お
け
る
一
一
八
〇
〜
八
三
年
の
政
治

過
程
を
中
心
と
し
て
―
」『
石
母
田
正
著
作
集 

第
九
巻 

中
世
国
家
成
立
史
の
研
究
』岩

波
書
店
、
一
九
八
九
年
、
初
出
一
九
五
六
年
。

⑤　
「
鎌
倉
幕
府
と
律
令
国
家
」（
石
母
田
正
・
佐
藤
進
一
編
『
中
世
の
法
と
国
家
』
東
京

大
学
出
版
会
、
一
九
六
〇
年
）。

⑥　
「
古
代
末
期
内
乱
研
究
の
問
題
点
―
棟
梁
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
歴
史
評
論
』

八
八
、
一
九
五
七
年
。

⑦　

後
掲
史
料
E
。

⑧　

対
象
で
あ
る
常
陸
国
の
み
な
ら
ず
、東
国
に
お
い
て
広
く
幕
府
の
行
政
権
が
及
ん
だ

こ
と
を
示
す
と
さ
れ
た
こ
の
文
書
に
つ
い
て
、宣
旨
で
公
認
さ
れ
た
権
限
が
継
続
し
た

か
ど
う
か
を
再
検
討
す
る
と
い
う
視
点
か
ら
踏
み
込
ん
だ
検
討
を
行
っ
た
研
究
は
見

当
た
ら
な
い
（
後
掲
注
⑱
参
照
）。

⑨　

高
橋
典
幸
『
鎌
倉
幕
府
軍
制
と
御
家
人
制
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
。

⑩　

建
久
二
年
（
一
一
九
一
）
三
月
二
十
二
日
「
後
鳥
羽
天
皇
宣
旨
」（『
三
代
制
符
』、

『
鎌
倉
遺
文
』
五
二
三
号
）、『
吾
妻
鏡
』
建
久
十
年
（
一
一
九
九
）
二
月
六
日
条
、
お

よ
び
寛
喜
三
年
（
一
二
三
一
）
十
一
月
三
日
「
後
堀
河
天
皇
宣
旨
」（『
近
衛
家
文
書
』、

『
鎌
倉
遺
文
』
第
四
二
四
〇
号
）。

 

　

と
く
に
『
吾
妻
鏡
』
建
久
十
年
（
一
一
九
九
）
二
月
六
日
条
は
、頼
朝
か
ら
頼
家
へ

鎌
倉
殿
の
地
位
が
継
承
さ
れ
る
に
当
た
り
、「
諸
国
守
護
」
を
継
ぐ
こ
と
を
と
く
に
命

ず
る
と
い
う
形
で
、
朝
廷
は
こ
の
代
替
わ
り
を
公
認
し
て
い
る
。

 

『
吾
妻
鏡
』
建
久
十
年
（
一
一
九
九
）
二
月
六
日
条

 
　
　

  

六
日
戊
辰
、
霽
、
羽（

源
頼
家
）

林
殿
下
去
月
廿
日
転
左
中
将
給
、
同
廿
六
日
宣
下
云
、
続

前（

源

頼

朝

）

征
夷
将
軍
源
朝
臣
遺
跡
宜
令
彼
家
人
郎
従
等
如
旧
奉
行
諸
国
守
護
者
、彼
状
到

着
之
間
、
今
日
有
吉
書
始
、

⑪　
『
吾
妻
鏡
』
承
元
四
年
（
一
二
一
〇
）
七
月
二
十
日
条
。

⑫　

後
掲
史
料
E
。

⑬　

こ
の
比
定
は
、『
大
日
本
史
料
』
に
も
適
用
さ
れ
て
お
り
、
第
五
編
二
十
二
冊
に
も
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収
録
さ
れ
た
同
文
書
の
「
前
摂
津
守
中
原
」
に
は
「（
師
員
）」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
。

⑭　
『
民
経
記
』
寛
喜
三
年
（
一
二
三
一
）
五
月
三
日
条
。

⑮　
『
鎌
倉
遺
文
』
第
一
七
四
〇
号
、『
鎌
倉
遺
文
』
第
一
七
八
四
号
。

⑯　

常
陸
国
那
珂
郡
吉
田
郷
。

⑰　

伊
藤
邦
彦『
鎌
倉
幕
府
守
護
の
基
礎
的
研
究　

国
別
考
証
編
』岩
田
書
院
、二
〇
一
〇

年
。

⑱　
『
茨
城
県
史
』（
執
筆
は
網
野
善
彦
氏
、
の
ち
『
里
の
国
の
中
世
』〈
平
凡
社
ラ
イ
ブ

ラ
リ
ー
、
二
〇
〇
四
年
〉
に
再
録
）、
や
『
講
座
日
本
荘
園
史
』
な
ど
の
ほ
か
、
近
年

の
吉
田
社
領
に
関
す
る
研
究
（
高
橋
修
「
東
国
の
郷
・
村
住
人
と
在
地
領
主
」〈
高
橋

慎
一
朗
編
『
列
島
の
鎌
倉
時
代
―
地
域
を
動
か
す
武
士
と
寺
社
―
』
高
志
書
院
、

二
〇
一
一
年
〉。
永
井
晋
「
鎌
倉
時
代
の
小
槻
氏
と
常
陸
国
吉
田
社
」『
鎌
倉
遺
文
研

究
』
三
九
、
二
〇
一
七
年
）
に
も
、幕
府
の
東
海
東
山
諸
国
在
庁
指
揮
権
に
関
わ
る
形

で
こ
の
文
書
を
取
り
上
げ
た
も
の
は
な
い
。

⑲　
『
民
経
記
』
貞
永
元
年
閏
九
月
巻
裏
文
書
、『
鎌
倉
遺
文
』
第
四
二
〇
三
号
。

⑳　
『
吾
妻
鏡
』
建
長
四
年
（
一
二
五
二
）
四
月
五
日
条
。

㉑　
『
筑
後
寛
元
寺
文
書
』、『
鎌
倉
遺
文
』
第
五
九
一
四
号
。

㉒　
「
将
軍
（
藤
原
頼
嗣
）
家
下
文
案
」
と
い
う
文
書
名
の
根
拠
を
失
っ
た
『
鎌
倉
遺
文
』

第
六
八
二
五
号
は
、機
能
や
様
式
が
近
似
し
て
い
る
『
鎌
倉
遺
文
』
第
三
六
二
四
号
と

同
様
の
、「
領
家
下
文
」
と
で
も
し
て
お
く
べ
き
で
は
な
い
か
。

㉓　

網
野
善
彦
『
里
の
国
の
中
世
』
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
二
〇
〇
四
年
。

㉔　

建
久
三
年
（
一
一
九
二
）
六
月
、
美
濃
国
の
御
家
人
に
対
し
て
、
御
家
人
で
あ
る
こ

と
を
継
続
す
る
な
ら
ば
守
護
（
大
内
惟
義
）
の
指
揮
下
で
洛
中
警
固
に
従
事
す
べ
き
で

あ
る
が
、
御
家
人
で
あ
る
こ
と
を
望
ま
な
い
な
ら
ば
意
義
を
申
す
こ
と
、
併
せ
て
公
領

の
武
士
は
洛
中
警
固
に
動
員
し
な
い
よ
う
通
達
が
出
さ
れ
て
い
る
（『
吾
妻
鏡
』
建
久

三
年
（
一
一
九
二
）
六
月
二
十
日
条
、
高
橋
典
幸
注
⑨
前
掲
）。

㉕　

承
久
の
乱
後
に
、
小
槻
家
の
家
司
と
み
ら
れ
る
「
先
東
大
寺
次
官
」
が
、「
煩
い
あ

る
場
合
は
小
槻
家
と
幕
府
（「
鎌
倉
殿
」）
に
対
し
て
報
告
す
る
よ
う
」
現
地
に
通
達
し

て
い
る
（「
若
有
其
煩
者
、
可
被
申
上
子
細
、
重
可
被
申
鎌
倉
殿
」）。
承
久
の
乱
の
結

果
に
よ
っ
て
、
現
地
の
支
配
に
変
更
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
本
所
へ
の
報
告
と
併
せ
て
幕
府
へ
の
報
告
も
求
め
て
い
る
の
は
、小
槻
氏
に
よ
る

現
地
支
配
を
補
完
す
る
存
在
と
し
て
、幕
府
の
存
在
を
認
め
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で

き
る
が
、
承
久
の
乱
直
後
で
あ
る
と
い
う
状
況
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
吉
田
社
領
に
京

方
に
立
っ
た
者
は
い
な
い
（
す
な
わ
ち
幕
府
か
ら
の
追
討
対
象
と
は
な
ら
な
い
）
と
い

う
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
事
例
に
お
い
て
も
、幕

府
へ
の
報
告
の
根
拠
が
宣
旨
に
あ
る
と
窺
わ
せ
る
徴
証
は
な
い
。

 

『
鎌
倉
遺
文
』
第
二
八
七
八
号　
（
承
久
三
年
、
一
二
二
一
）
後
十
月
二
十
四
日

 

「
小
槻
某
下
文
」（『
常
陸
吉
田
神
社
文
書
』）

 

　
　
　
　

 

（
花
押
）

 

　
　

当
社
内
事
、
不
可
有
別
事
之
由
、
鎌
倉
殿
仰
分
明
也
、
如
状
者
、
以
前

 

　
　

之
沙
汰
、
地
頭
等
自
由
之
下
知
歟
、
此
上
云
神
官
、
云
□
人
、
若
有
其

 

　
　

煩
者
、
可
被
申
上
子
細
、
重
可
被
申
鎌
倉
殿
之
状
如
件
、

 

　
　
　
　
　
　
「
承
久
三
年
」
後
十
月
廿
四
日　
　
　
　

先
東
大
寺
次
官
（
花
押
）

 

　
　

吉
田
社
神
官
等
中

㉖　

東
島
誠
「
都
市
王
権
と
中
世
国
家
―
畿
外
と
自
己
像
」『
公
共
圏
の
歴
史
的
創
造
―

江
湖
の
思
想
へ
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
、
初
出
一
九
九
八
年
。

㉗　
『
百
錬
抄
』
寿
永
二
年
（
一
一
八
三
）
十
月

 

　

九
日
、
前
兵
衛
佐
頼
朝
復
本
位
、
又
紀
伊
国
丹
生
高
野
神
奉
加
一
階
、

㉘　

元
木
泰
雄
『
源
頼
朝
』
中
公
新
書
、
二
〇
一
九
年
。

㉙　

上
横
手
雅
敬
氏
は
、
と
く
に
東
国
に
お
い
て
は
、
頼
朝
の
挙
兵
以
来
国
衙
が
機
能
不

全
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
べ
き
と
し
た
う
え
で
、
寿
永
三
年
ま
で
、
ひ
と
ま
ず

頼
朝
が
国
司
の
代
わ
り
を
務
め
る
こ
と
が
宣
旨
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
と
す
る（
上
横

手
雅
敬
「
学
界
動
向 

鎌
倉
政
権
成
立
期
を
め
ぐ
る
近
業
」『
法
制
史
研
究
』

十
一
、
一
九
六
一
年
）。

㉚　

元
木
泰
雄
「
頼
朝
軍
の
上
洛
」（
上
横
手
雅
敬
編
『
中
世
公
武
権
力
の
構
造
と
展
開
』

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
）。

㉛　
『
吾
妻
鏡
』
承
元
四
年
（
一
二
一
〇
）
七
月
二
十
日
条
。

32　

な
お
、
佐
藤
氏
は
宣
旨
に
関
す
る
論
説
に
お
い
て
、
こ
の
『
吾
妻
鏡
』
承
元
四
年

（
一
二
一
〇
）
七
月
二
十
日
条
を
全
く
引
用
し
て
い
な
い
。

33　

佐
藤
氏
、
注
①
前
掲
。

34　

水
戸
部
正
男
「
鎌
倉
幕
府
の
成
立
時
期
に
就
て
」『
法
制
史
研
究
』
一
、
一
九
五
一

年
。

35　

佐
藤
氏
、
注
③
前
掲
。
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36　

な
お
水
戸
部
氏
は
、佐
藤
氏
が
宣
旨
に
よ
っ
て
幕
府
は
東
国
に
お
け
る
二
本
所
間
の

訴
訟
を
裁
定
し
て
い
た
と
す
る
点
に
つ
い
て
も
、下
記
の
史
料
を
挙
げ
て
批
判
し
て
い

る
。
傍
線
箇
所
は
、遠
江
国
池
田
御
厨
に
お
け
る
伊
勢
神
宮
と
松
尾
社
と
の
相
論
が
朝

廷
の
記
録
所
に
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
記
事
で
あ
り
、
佐
藤
説
に
よ
れ

ば
、
頼
朝
が
裁
下
す
べ
き
案
件
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
が
朝
廷
に
持
ち
込
ま
れ
て
い

る
と
い
う
こ
の
記
事
に
つ
い
て
、
佐
藤
氏
は
注
③
前
掲
で
も
反
論
し
て
い
な
い
。

 

『
玉
葉
』
建
久
二
年
（
一
一
九
一
）
五
月
二
十
四
日

 

　
　

  

廿
四
日
辛
未
、
天
晴
、
宗
頼
朝
臣
来
申
条
々
事
、
伊
勢
国
地
頭
之
間
事
也
、
先
日

依
頼
朝
卿
奏
請
、
遣
官
使
於
彼
国
、
相
副
彼
卿
使
者
、
尋
捜
子
細
帰
参
、
文
書
及

数
合
、
仰
官
令
注
進
肝
心
之
事
也
、
余
仰
云
、
注
出
可
仰
遣
関
東
之
事
等
、
其
上

於
神
宮
上
卿
〈
実
家
卿
領
状
云
々
〉
亭
、
定
寄
人
、
加
評
定
、
可
仰
遣
関
東
、
此

旨
可
奏
聞
之
由
仰
了
〈
但
上
卿
、
称
無
家
、
未
請
取
文
書
、
忽
不
可
叶
云
々
、
仍

於
一
上
亭
、
若
地
頭
奉
行
上
卿
経
房
卿
亭
、
同
申
定
寄
人
歟
、
又
記
録
所
等
之
中

可
随
御
定
之
由
、
可
奏
聞
之
由
仰
了
〉、
又
新
制
之
間
、
僧
中
装
束
事
僧
綱
所
訴

申
、
初
任
僧
綱
并
二
三
会
等
饗
禄
減
省
事
等
申
之
、
各
仰
可
奏
聞
之
子
細
了
、
親

国
申
神
宮
与
松
尾
社
論
申
遠
江
国
池
田
御
厨
記
録
所
勘
状
事
、
仰
存
旨
了
、（
以

下
略
）

37　
『
吾
妻
鏡
』
正
治
元
年
（
一
一
九
九
）
十
二
月
二
十
九
日
条

 

　
　

  

廿
九
日
丁
亥
、
以
小
山
左
衛
門
尉
朝
政
、
補
播
磨
国
守
護
職
畢
、
住
国
家
人
等
相

従
朝
政
、
勤
仕
内
裏
大
番
、
惣
可
致
忠
節
也
、
朝
政
可
沙
汰
事
者
、
謀
反
殺
害
人

事
許
也
、
相
交
国
務
、
不
可
成
敗
人
民
訴
訟
、
凡
触
事
不
可
煩
国
中
住
人
之
旨
、

被
仰
含
云
々
、

38　

石
井
良
助
「
鎌
倉
幕
府
の
成
立
時
期
」（『
大
化
改
新
と
鎌
倉
幕
府
の
成
立
』
創
文

社
、
一
九
五
八
年
、
初
出
一
九
四
八
年
。

39　

宣
旨
を
め
ぐ
る
研
究
史
に
お
い
て
、こ
の
実
効
支
配
の
終
了
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す

る
か
と
い
う
点
で
大
き
く
意
見
が
分
か
れ
た
。
論
争
が
交
わ
さ
れ
た
当
時
、各
論
者
に

よ
っ
て
さ
ほ
ど
自
覚
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
な
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
、
①
幕
府
を

朝
廷
と
は
独
立
し
て
成
立
す
る
別
の
国
家
と
見
な
す
か
、②
あ
る
い
は
朝
廷
に
軍
事
力

に
よ
っ
て
奉
仕
す
る
軍
事
権
門
で
あ
る
と
見
な
す
か
、そ
の
い
ず
れ
の
立
場
を
取
る
か

に
よ
っ
て
評
価
が
分
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、鎌
倉
幕
府
と
は
何

か
と
い
う
問
題
と
直
結
し
て
い
た
。

 

　

①
の
よ
う
に
見
な
す
な
ら
ば
、実
効
支
配
を
失
っ
た
こ
と
は
国
家
と
し
て
の
主
体
性

を
失
っ
た
と
評
価
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
一
方
、
②
の
よ
う
に
見
な
す
な
ら
ば
、
こ
の
宣

旨
は
軍
事
権
門
に
至
る
一
階
梯
で
あ
る
と
評
価
で
き
る
。
つ
ま
り
、鎌
倉
幕
府
を
ど
の

よ
う
に
評
価
し
、
ま
た
定
義
す
る
か
に
よ
っ
て
、
こ
の
宣
旨
の
評
価
も
変
化
せ
ざ
る
を

得
な
い
の
だ
。注
38
で
挙
げ
た
石
井
良
助
氏
の
指
摘
に
は
こ
の
問
題
が
端
的
に
示
さ
れ

て
お
り
、
石
井
氏
は
幕
府
を
先
ほ
ど
の
①
の
意
味
で
解
釈
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
た

め
、宣
旨
を
幕
府
の
成
立
の
画
期
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
に
は
反
対
で
あ
る
意
見
を
表

明
し
た
の
が
こ
の
一
文
で
あ
っ
た
。
だ
が
、も
し
幕
府
を
さ
き
ほ
ど
の
②
の
意
味
で
定

義
す
る
な
ら
ば
、
同
じ
石
井
氏
の
指
摘
は
、
宣
旨
を
そ
の
成
立
の
画
期
と
し
て
評
価
し

た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

 

　

鎌
倉
幕
府
の
成
立
を
論
ず
る
た
め
に
は
、ま
ず
そ
の
定
義
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、現
在
で
は
共
通
理
解
が
得
ら
れ
て
い
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。
だ
が
、
佐
藤
氏
が
宣
旨
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
当
時
は
、
黒
田
俊
雄
氏
に
よ

る
権
門
体
制
論
が
提
起
さ
れ
る
以
前
で
も
あ
り
、幕
府
と
い
う
も
の
は
朝
廷
に
代
わ
っ

て
新
た
に
創
出
さ
れ
た
中
世
国
家
で
あ
る
と
見
な
す
の
が
通
説
化
し
て
い
た
た
め
、そ

の
本
質
に
つ
い
て
自
覚
的
に
論
ず
る
必
要
が
認
識
さ
れ
な
か
っ
た
の
も
、ま
た
無
理
の

な
い
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、鎌
倉
幕
府
の
支
配
権
が
実
際
に

は
地
域
に
よ
り
状
況
が
異
な
る
こ
と
や
、御
家
人
を
駆
使
し
て
国
家
守
護
に
従
事
す
る

こ
と
が
幕
府
の
本
質
で
あ
る
と
す
る
佐
藤
氏
の
指
摘
が
、通
説
的
理
解
の
立
場
か
ら
批

判
を
受
け
る
の
は
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。

40　
『
玉
葉
』
寿
永
二
年
（
一
一
八
三
）
七
月
三
十
日
条
。

（
愛
川
町
郷
土
資
料
館
主
任
学
芸
員
）


